世羅町商工会販路拡大支援助成実施要綱
（目的）
第１条　この要綱は、世羅町商工業の活力向上を支援する事業補助金交付要綱に基づき、町内の小規模企業者が主体となって研究開発した新技術若しくは新製品又は主力製品を産業見本市等に出展する経費の一部を助成することにより、販路拡大の促進を図ることを目的とする。
（定義）
第２条　この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
（１）小規模企業者　中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第５項に規定する小規模企業者をいう。
（２）新技術　小規模企業者が主体となって新たに開発した技術をいう。
（３）新製品　小規模企業者が主体となって新たに開発した製品をいう。
（４）主力製品　小規模企業者が特に力を注いでいる製品であって、収益性の高い製品又は競合する市場において販売シェアの高い製品をいう。
（５）産業見本市等　新技術、新製品又は主力製品の販路拡大のために開催される見本市、展示会、博覧会、商談会又は物産展等をいう。ただし、小規模企業者が自ら主催する展示会等は除く。
（対象要件）
第３条　助成の交付対象となる者は、前条第１号に規定する小規模企業者であって次の各号の要件をすべて満たす者とする。
（１）町内に事務所又は事業所を有すること
（２）世羅町商工会（以下「本会」という。）の会員であること
（３）本会の経営指導又は助言を受けること
（４）町税（国民健康保険税を含む。）を完納していること
（５）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）に基づく届出を要する事業を営んでいないこと
（６）宗教活動又は政治活動を主たる目的とする事業でないこと
（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条に定める者又はその他の反社会的勢力でないこと及びこれらと関係を有しないこと
２　本会会長（以下「会長」という。）は、前項の要件を満たす者であっても、事業の内容が適切でないと認めるときは、助成の交付をしないことができる。
（助成対象事業）
第４条　助成の対象となる事業（以下「助成対象事業」という。）は、町外において開催される産業見本市等（オンラインで開催されるものを除く。）に出展する事業とする。
（助成対象経費）
第４条の２　助成の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、助成対象事業の実施に要する経費のうち、次に掲げるものとする。ただし、消費税及び地方消費税相当額は除く。
（１）小間料　主催者等に支払う出展スペースの使用料をいい、売上に対する歩合が含まれるものを除く。
（２）装飾費　小間の設営、装飾及び撤去に要する経費（電気、水道等の工事費を含む。）をいう。
（３）借上料　展示に係る備品のリース料又はレンタル料をいう。
（４）運搬料　出展物の搬入及び搬出に要する配送業者への委託料をいう。
（助成額等）
第５条　助成金の額は、助成対象経費に２分の１を乗じて得た額（その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）とし、予算の範囲内において、次の各号に掲げる開催地の区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。
（１）県内で開催される産業見本市等　３万円
（２）県外で開催される産業見本市等　10万円
２　助成金の交付は、同一年度内において、２回を限度とする。
（申請）
第６条　助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、本会に対し、持参又は郵送、電磁的方法（電子メール等をいう。以下同じ。）により、事業着手の前日までに、次に掲げる書類を提出しなければならない。
（１）販路拡大支援助成金交付申請書（様式第１号）
（２）事業計画書
（３）事業収支予算書
（４）産業見本市等の開催概要が確認できる資料
（５）その他会長が必要と認める書類
（審査及び交付の決定等）
第７条　会長は、前条の申請があった場合には、その内容を審査のうえ、助成の可否を決定し、適当と認めるときは助成金交付決定書（様式第２号）を書面又は電磁的方法をもって申請者に通知する。
２　前項の規定による通知を受けた後、申請した内容を変更する場合、又は中止しようとする場合は、遅滞なく本会にその理由及び内容を報告しなければならない。
（実績報告）
第８条　交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、原則として事業が完了して１か月以内又は当該年度の３月20日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を提出しなければならない。
（１）販路拡大支援助成金実績報告書（様式第３号）
（２）事業実績書
（３）事業収支決算書
（４）町税の納税証明書又は滞納のない証明書
（５）経費支出が確認できる書類（領収書等の写し）
（６）出展内容が確認できる写真又は資料の写し
（７）その他会長が必要と認める書類
（支給）
第９条　会長は、前条の実績報告に基づき、その内容を確認し、振込先口座への振込により助成金を支給する。
（助成金の返還等）
第10条　会長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を取り消し、又は交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
（１）助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
（２）その他不正の事実があったとき
附則
（実施の時期）
この要綱は、平成28年５月11日から実施する。
（改定）
この要綱の一部改正は、平成29年４月１日から実施する。
この要綱の一部改正は、平成31年４月１日から実施する。
この要綱の一部改正は、令和２年４月１日から実施する。
この要綱の一部改正は、令和３年５月１日から実施する。
この要綱の一部改正は、令和５年１月１日から実施する。
この要綱の一部改正は、令和８年４月１日から実施する。
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